
複数税率導入に伴う事業者の事務負担
＜仕入・売上時＞
・ 標準・軽減品目についての判断が必要となる。
・ 生鮮食品など食品表示法を基準に品目を設定した際には、売手・買手の正
　しい理解がなければ、適正な請求書・領収書の発行に問題が生ずる。

＜請求書発行時・領収証発行時＞
・品目毎の適用税率及び税額の記載、適用税率別の取引金額の合計額及び税
　額の記載などが必要となる。
・新たなレジシステムの導入などインフラ整備が必要となる。（手作業による
　発行の見直し）

＜記帳時＞
・帳簿方式は、単一税率を前提とした方式である。複数税率の場合に、この
　方式を採用することは、売上帳等の帳簿が複雑化し、さらに税率区分に応じ
　た追加仕訳が必要となるなど中小・零細企業にとって実務上困難である。
・したがって、ヨーロッパ諸国では、インボイス方式が採用されている。
・インボイス方式を採用する場合には、中小・零細企業が正確なインボイス
　を発行できるか、また免税事業者が取引から排除されてしまうことへの対
　策など解決すべき問題がある。

判断事務の
発生

現在は、限定さ
れた非課税項目
のみ必要。

現在は、単一税
率のため税率や
税額の別記の必
要はない。

現在は、単一税
率のため、一取
引につき一仕訳
を行い、消費税
額を計算。

請求書・領
収書の発行
事務の増加

経理事務負
担の増加

※その他の影響・・・税務調査における適正確認の事務負担

(※10/27、11/6、16各種懇談会配付資料 )

　
日
本
税
理
士
政

治
連
盟
（以
下
「日

税
政
」
と
い
う
）

の
「
税
政
連
の
組

織
と
財
政
の
あ
り

方
に
関
す
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
」
は
、
平
成
�

年
３
月
�
日
「
税
政
連
の
組

織
と
財
政
の
あ
り
方
に
関
す

る
基
本
的
な
考
え
方
」
に
つ

い
て
、
以
下
の
内
容
の
答
申

を
取
り
ま
と
め
た
（
一
部
抜

粋
）
。

　
税
理
士
会
と
税
政
連
の
各

組
織
を
整
理
し
た
場
合
、
そ

れ
ぞ
れ
の
法
改
正
に
お
け
る

役
割
が
明
確
に
な
る
。

　
強
制
加
入
団
体
で
あ
り
財

務
大
臣
の
監
督
下
に
あ
る
税

理
士
会
は
、
税
制
・
税
務
行

政
・
税
理
士
制
度
に
つ
い
て

税
理
士
法
に
規
定
す
る
建
議

権
を
行
使
し
て
官
公
庁
に
建

議
す
る
の
に
対
し
、
一
方
、

任
意
加
入
団
体
で
あ
る
税
政

連
は
、
そ
の
建
議
を
議
会
に

対
し
て
要
望
し
て
い
く
こ
と

に
よ
り
、
税
理
士
会
の
要
望

事
項
を
実
現
さ
せ
る
。
も
ち

ろ
ん
ど
ち
ら
が
主
で
ど
ち
ら

が
従
で
あ
る
と
い
う
議
論
で

は
な
く
、
双
方
税
理
士
制
度

・税
制
の
改
善
・発
展
に
必
要

不
可
欠
な
存
在
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
両
輪
と
な
っ
て
、

税
理
士
の
使
命
を
達
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
つ
ま
り
、
両
者
の
関
係
は

法
の
要
請
で
あ
る
建
議
の
行

使
と
そ
の
実
効
性
を
図
る
た

め
の
政
治
活
動
で
あ
り
、
分

離
で
き
な
い
仕
組
み
と
な
っ

て
い
る
。
車
の
両
輪
と
し
て

そ
の
存
在
価
値
を
互
い
に
認

識
す
べ
き
こ
と
は
当
然
の
帰

結
で
あ
る
。

　
東
税
政
は
現
在
、
こ
の
よ

う
な
組
織
の
あ
り
方
に
関
す

る
基
本
的
な
考
え
方
に
立
っ

て
、
税
政
連
活
動
を
展
開
し

て
い
る
。
税
理
士
会
会
員
の

皆
様
に
は
こ
の
点
を
良
く
理

解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
現
在
、
東
税
政
に
お
け
る

喫
緊
の
課
題
は
、組
織
率
（会

費
収
納
率
）の
低
下
で
あ
る
。

税
理
士
会
会
員
数
が
�
年
か

ら
�
年
の
５
年
間
で
１
３
８

８
名
増
加
す
る
中
、
税
政
連

の
会
費
収
納
者
数
が
１
０
５

２
名
減
少
す
る
と
い
う
現
状

に
あ
る
。

　
日
税
政
の
組
織
委
員
会

は
、
毎
年
、
「
会
費
徴
収
状

況
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」
を
実
施
し
て
お
り
、
�

年
度
に
つ
い
て
は
�
年
８
月

に
報
告
さ
れ
た
。
こ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
に
お
い
て
は
、

東
税
政
の
税
理
士
会
会
員
数

に
占
め
る
税
政
連
会
費
納
入

率
は
、
�
・
２
％
で
、
�
年

度
の
�
・
１
％
、
�
年
度
�

・
２
％
、�
年
度
�
・
４
％
、

�
年
度
�
・
７
％
と
毎
年
減

少
し
続
け
て
い
る
。

　
ま
た
、
会
員
数
の
多
い
単

位
税
政
連
ほ
ど
会
費
収
納
率

が
低
く
、
登
録
区
分
別
に
見

た
場
合
、
開
業
税
理
士
の
会

費
収
納
率
が
�
・
３
％
で
あ

る
の
に
対
し
て
社
員
税
理
士

の
会
費
納
入
率
は
、
�
・
７

％
、
所
属
税
理
士
の
会
費
収

納
率
は
、
�
・
３
％
と
な
っ

て
い
る
。
特
に
大
規
模
な
単

位
税
政
連
に
は
、
大
規
模
な

税
理
士
法
人
・
税
理
士
事
務

所
が
多
く
、
税
理
士
会
員
数

１
０
０
０
人
超
の
４
単
位
税

政
連
に
お
け
る
会
費
収
納
率

は
�
・
９
％
で
あ
り
、
所
属

税
理
士
の
会
費
収
納
率
は
、

７
・
８
％
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
税
理

士
会
員
数
の
多
い
単
位
税
政

連
、
社
員
・
所
属
税
理
士
に

お
い
て
特
に
組
織
強
化
の
課

題
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

　
本
来
、
組
織
強
化
は
単
位

税
政
連
の
課
題
で
あ
る
が
、

会
費
収
納
率
の
低
下
傾
向
は

構
造
的
な
も
の
で
あ
り
、
単

位
税
政
連
に
お
け
る
努
力
だ

け
で
な
く
、
東
税
政
に
お
い

て
も
何
ら
か
の
対
応
を
講
ず

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
具
体
的
に
東
京
会
・
東
税

政
と
の
幹
部
に
よ
る
定
期
会

議
の
開
催
等
東
京
会
・
東
税

政
・
支
部
・
単
位
税
政
連
が

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で

い
く
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。

　
東
税
政
の
財
政
が
破
綻
し

な
い
た
め
に
も
。

　
税
務
の
世
界
で
現
役
を
や
っ

て
い
る
と
、
自
分
達
も
お
客
様

も
実
に
多
様
な
問
題
点
等
の
真

っ
た
だ
中
に
い
る
の
が
感
じ
ら

れ
る
。
そ
の
中
で
消
費
税
の
益

税
問
題
を
考
え
た
い
。
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
で
主
な
経
費
は
給

与
の
み
。
簡
易
課
税
の
届
け
出

が
出
て
い
な
か
っ
た
為
に
、
当

期
は
原
則
課
税
。
と
こ
ろ
が
売

上
は
数
億
円
に
膨
ら
み
、
利
益

も
多
大
に
な
っ
た
場
合
、
簡
易

課
税
の
届
け
出
が
出
て
い
れ

ば
、
原
則
課
税
の
半
分
の
納
税

と
な
る
▼
こ
こ
で
お
客
様
は
原

則
課
税
で
実
際
に
は
正
し
い
納

税
を
し
て
い
る
の
に
、
実
質
的

に
大
き
な
損
に
な
る
と
い
う
。

税
務
の
現
場
で
は
損
と
か
得
と

か
い
う
話
に
な
り
、
損
害
賠
償

の
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
。
届

け
出
次
第
で
税
額
が
違
う
な
ん

て
変
で
す
ね
▼
そ
こ
で
一
つ
ア

イ
デ
ア
。
仮
に
簡
易
の
届
け
出

が
出
て
い
た
と
し
て
も
、
簡
易

課
税
が
で
き
る
の
は
売
上
一
千

万
円
ま
で
と
す
る
。
そ
れ
以
上

は
届
け
出
に
か
か
わ
ら
ず
、
原

則
課
税
の
適
用
と
す
る
。
仕
入

は
課
税
売
上
に
対
す
る
一
千
万

円
分
の
比
率
で
除
け
ば
良
い
。

こ
れ
に
よ
り
損
得
の
問
題
は
一

千
万
円
の
世
界
に
止
め
る
こ
と

が
で
き
る
▼
他
に
も
多
く
の
問

題
点
・
疑
問
点
が
あ
る
と
思

う
。
例
え
ば
ど
う
す
れ
ば
消
費

税
の
単
一
税
率
を
維
持
で
き
る

の
か
？
或
い
は
ど
う
す
れ
ば
税

政
連
の
組
織
率
が
高
ま
る
の
か

？
　
そ
こ
で
衆
知
を
集
め
る
の

が
い
い
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な

テ
ー
マ
で
は
全
会
員
で
ア
イ
デ

ア
の
コ
ン
テ
ス
ト
を
行
う
の
は

如
何
？
？
？

自
民
党
と
の
朝
食
懇
談
会

　
　
　
　
　
出
席
者
一
覧

（�
月
�
日
開
催
）

　
同
懇
談
会
の
記
事
は
、
前
号

（
２
面
）に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
衆
議
院
】
山
田
美
樹
（１
区
）

▽
辻
清
人
（
２
区
）
▽
石
原
宏

高
（
３
区
）
▽
若
宮
健
嗣
（
５

区
）
▽
越
智
隆
雄
（
６
区
）
▽

松
本
文
明
（
７
区
比
）
▽
石
原

伸
晃
（
８
区
）▽
菅
原
一
秀
（９

区
）
▽
小
池
百
合
子
（
�
区
）

▽
下
村
博
文
（
�
区
）
▽
鴨
下

一
郎
（
�
区
）
▽
松
島
み
ど
り

（
�
区
）
▽
秋
元
司
（�
区
比
）

▽
大
西
英
男
（
�
区
）
▽
平
沢

勝
栄
（
�
区
）▽
土
屋
正
忠
（�

区
）
▽
松
本
洋
平
（
�
区
）
▽

木
原
誠
二
（
�
区
）
▽
小
田
原

潔
（
�
区
）
▽
伊
藤
達
也
（
�

区
）
▽
小
倉
將
信
（
�
区
）
▽

萩
生
田
光
一
（
�
区
）
▽
井
上

信
治
（
�
区
）
▽
前
川
恵
（
比

例
）
▽
若
狭
勝
（
比
例
）

【
参
議
院
】
中
川
雅
治
（東
京
）

▽
丸
川
珠
代
（
東
京
）
▽
片
山

さ
つ
き
（
全
国
）

（
敬
称
略
・
順
不
同
。
本
人
出

席
＝
ゴ
シ
ッ
ク
）

民
主
党
と
朝
食

懇
談
会
を
開
催

　
本
連
盟
は
、
�
月
６
日
、
衆

議
院
第
二
議
員
会
館
で
「
平
成

�
年
度
税
制
改
正
」
を
テ
ー
マ

と
し
て
、
民
主
党
と
の
朝
食
懇

談
会
を
開
催
し
た
。

　
本
連
盟
は
、
坂
田
政
策
委
員

長
が
消
費
税
の
単
一
税
率
維
持

の
要
望
を
中
心
に
事
業
者
の
事

務
負
担
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　
消
費
税
�
％
と
同
時
に
導
入

さ
れ
る
予
定
の
「
軽
減
税
率
」

に
つ
い
て
は
、
対
象
品
目
の
特

定
や
「
経
理
方
法
」
の
導
入
時

期
等
が
政
府
・
与
党
で
検
討
さ

れ
て
い
る
と
の
報
道
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
に
つ
い
て
、
出

席
し
た
議
員
か
ら
は
、
「
単
一

税
率
で
主
張
し
て
い
る
」
「
給

付
付
き
税
額
控
除
は
、
財
源
が

少
な
く
て
公
平
で
あ
る
」
な
ど

の
発
言
が
あ
っ
た
。

　
当
日
は
、
本
連
盟
役
員
を
始

め
、
単
位
税
政
連
お
よ
び
税
理

士
後
援
会
の
会
長
、
東
京
会
常

務
理
事
な
ど
多
数
の
出
席
が
あ

っ
た
。
出
席
し
た
国
会
議
員
は

次
の
と
お
り
。

【
衆
議
院
】
松
原
仁
（
３
区
・

比
）
▽
長
妻
昭
（
７
区
）
▽
菅

直
人
（
�
区
・
比
）
▽
長
島
昭

久
（
�
区
・
比
）

【
参
議
院
】
小
川
敏
夫
（東
京
）

▽
蓮
舫
（
東
京
）
▽
前
田
武
志

（
全
国
）
▽
白
眞
勲
（
全
国
）

【
前
・
元
衆
・
参
議
院
等
】
海

江
田
万
里
、
中
山
義
活
、
井
戸

正
枝
、
手
塚
仁
雄
、山
花
郁
夫
、

�
渕
万
里
、
竹
田
光
明
、
円
よ

り
子
、
大
河
原
雅
子

　
本
連
盟
は
重
点
運
動
の
一
つ

で
あ
る
マ
ス
コ
ミ
へ
の
対
応
強

化
の
一
環
と
し
て
�
月
�
日
、

日
本
記
者
ク
ラ
ブ
で
東
京
税
理

士
会
と
の
共
催
に
よ
り
、
「
報

道
関
係
者
と
の
懇
談
会
２
０
１

５
・
秋
」
を
開
催
し
た
。

　
本
連
盟
は
当
日
の
テ
ー
マ
の

う
ち
、
「
平
成
�
年
度
税
制
改

正
に
関
す
る
要
望
に
つ
い
て
」

を
担
当
し
坂
田
政
策
委
員
長
が

説
明
し
た
。
配
付
資
料
の
「
平

成
�
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る

要
望
書
（
概
要
）
」
で
主
な
要

望
項
目
を
説
明
し
、
消
費
税
の

複
数
税
率
に
関
し
て
は
別
途
資

料
「
複
数
税
率
が
導
入
さ
れ
た

場
合
の
事
務
負
担
」
で
具
体
的

に
説
明
し
た
。

　
東
京
会
お
よ
び
本
連
盟
か
ら

の
説
明
が
終
わ
っ
た
後
、
出
席

し
た
記
者
か
ら
は
、
「
軽
減
税

率
」
に
関
し
て
、
「
消
費
税
の

導
入
先
進
国
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
で
は

イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
が
導
入
さ
れ

て
い
る
が
、
日
本
だ
け
が
事
務

の
繁
雑
さ
を
強
調
す
る
理
由
に

つ
い
て
」な
ど
の
質
問
が
あ
り
、

東
京
会
の
�
屋
調
査
研
究
部
長

ら
が
東
京
会
で
Ｅ
Ｕ
へ
視
察
に

行
っ
た
際
に
現
地
の
行
政
関
係

者
等
か
ら
得
た
複
数
税
率
で
の

問
題
点
や
導
入
国
で
の
イ
ン
フ

ラ
整
備
の
状
況
に
つ
い
て
回
答

し
た
。

　
閉
会
の
挨
拶
の
中
で
、
本
連

盟
の
渡
邉
会
長
は
、
国
会
陳
情

等
で
軽
減
税
率
に
関
し
て
、「自

民
党
や
民
主
党
の
国
会
議
員
も

全
て
、
単
一
税
率
維
持
に
理
解

を
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
「
簡
素
、
中
立
、
公
平

の
基
本
原
則
を
踏
ま
え
、
弱
者

を
救
済
す
る
税
制
で
あ
る
べ
き

と
思
い
運
動
を
し
て
い
る
」
と

し
、
「
今
回
の
複
数
税
率
は
、

こ
れ
ら
に
逆
行
す
る
も
の
で

は
」
と
も
語
り
、
「
弱
者
救
済

の
方
法
は
、
給
付
と
い
う
形
で

考
え
て
い
る
」
と
主
張
し
た
。

そ
し
て
、
「そ
の
財
源
と
し
て
、

中
小
企
業
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が

き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、

そ
れ
は
当
然
簡
素
、
中
立
、
公

平
の
観
点
か
ら
そ
う
な
る
と
思

う
」
と
し
、
「今
の
時
点
で
は
、

（
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
は
）
時
期

尚
早
」
と
強
調
し
た
。

【
当
日
の
テ
ー
マ
】
①
平
成
�

年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
要
望

に
つ
い
て
、
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
へ
の
具
体
的
な
取
組
み
、

③
国
際
税
務
に
関
す
る
税
理
士

会
の
考
え
方

【
出
席
し
た
報
道
機
関
等
】

　
朝
日
新
聞
、
毎
日
新
聞
、
日

本
経
済
新
聞
、日
刊
工
業
新
聞
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
テ
レ
ビ
朝
日
、
大
蔵

財
務
協
会
、
税
務
研
究
会
、
中

央
経
済
社
、
ぎ
ょ
う
せ
い
ほ
か

（
�
社
、
�
名
）
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